
〈国富町立本庄中学校運動部活動の活動時間及び休養日設定等に関する方針〉 

  

１ 本方針策定の趣旨等 

  学校の運動部活動は、スポーツに興味・関心のある同好の生徒が参加し、各運動部顧問の指導
の下、学校教育の一環として行われ、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の
中で、生徒同士や生徒と教師等との好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己
肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な学びの場として、教育的意義が大き
い。 

  しかしながら、今日においては、社会・経済の変化等により、教育等に関わる課題が複雑化・
多様化し、学校や教師だけでは解決することができない課題が増えている。とりわけ、少子化が
進展する中、運動部活動においては、従前と同様の運営体制では維持は難しくなってきている。 

  将来においても、本校の生徒が生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を
育む基盤として、運動部活動を持続可能なものとするためには、各自のニーズに応じた運動・ス
ポーツを行うことができるよう、速やかに、運動部活動の在り方に関し、抜本的な改革に取り組
む必要がある。国富町立本庄中学校運動部活動の活動時間及び休養日設定等に関する方針(以下、
「本方針」という。)は、生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するとともに教員の負担軽減
を図るという観点に立ち、運動部活動が以下の点を重視して、学校、競技種目等に応じた多様な
形で最適に実施されることを目指す。 

（１） 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意義を踏まえ、
生徒がスポーツを楽しむことで運動習慣の確立等を図り、生涯にわたって心身の健康を保持
増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力の育成を図るとともに、バラン
スのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること。 

（２） 生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を図
り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと。 

（３） 学校全体として運動部活動の指導・運営に係る体制を構築するとともに、本方針に則り、
持続可能な運動部活動の在り方について継続的に検討していく。 

 

２ 適切な運営のための体制整備 

（１） 運動部活動の方針の策定等 

   ア 国の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び宮崎県教育委員会「宮
崎県運動部活動の活動時間及び休養日設定等に関する方針」、国富町「国富町運動部活動
の活動時間及び休養日設定等に関する方針」を踏まえ、本方針を策定する。 

   イ 校長は、毎年度「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定する。また、運動部顧問は、 
    年間の活動計画(活動日、休養日及び参加予定大会日程等)並びに毎月の活動計画及び活動 
    実績(活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作成し、校長に提出する。 

   ウ 校長は、上記イの活動方針及び活動計画等を学校の HP への掲載等により公表する。 

 

（２） 指導・運営に係る体制の構築 

   ア 校長は、生徒や教師の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の
安全の確保、教師の長時間勤務の解消等の観点から円滑に運動部活動を実施できるよう、
以下の運動部を設置する。 

    ○女子バレーボール部 ○男子バスケットボール部 ○女子バスケットボール部 

    ○軟式野球部     ○サッカー部       ○男子ソフトテニス部 

    ○女子ソフトテニス部 ○剣道部 

   イ 校長は、運動部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、教
師の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌
となるよう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制の
構築を図る。 

   ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各運動部の活動内容を把握し、
生徒が安全にスポーツ活動を行い、教師の負担が過度とならないよう、適宜、指導・是正
を行う。 

   エ 校長は、県教委や国富町の主催する運動部顧問を対象とするスポーツ指導に係る知識及
び実技の質の向上並びに学校の運動部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るため
の研修等に積極的な参加を促す。 

   オ 校長は、教師の運動部活動への関与について、「学校における働き方改革に関する緊急
対策（平成２９年１２月２６日文部科学大臣決定）」及び「学校における働き方改革に関
する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底
について（平成３０年２月９日付け２９文科初第１４３７号）」を踏まえ、法令に則り、
業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 



２ 合理的でかつ効率的、効果的な活動の推進のための取組 

 ア 校長及び運動部顧問は、運動部活動の実施に当たっては、文部科学省が平成２５年５月に作
成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理（スポーツ障害
・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止(活動場所における施
設・設備の点検や活動における安全対策等)及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

 イ 運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からは、トレーニング効果を得るために休養を適切
に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ず
しも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解するとともに、生徒の体力の向
上や、生涯を通じてスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とコミュニケーショ
ンを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく、技能や記録の向上等それぞれの目標を達
成できるよう、競技種目の特性等を踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休
養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

   また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差
や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 

 ウ 運動部顧問は、中央競技団体が作成する「運動部活動における合理的でかつ効率的・効果的
な活動のための指導手引」を活用して、ア及びイに基づく指導を行う。 

 

３ 適切な休養日等の設定 

 ア 運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運動、食事、休
養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポーツ医・科学の観点からの
ジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、以下を基準とする。 

①  学期中の休養日の設定 

    週当たり２日以上の休養日を設ける。水曜日は休養日とし、土曜日及び日曜日においては、 
   少なくとも１日以上を休養日とする。第３日曜日は「家庭の日」の趣旨を踏まえ、原則とし 
   て部活動を実施しないこととする。週末及び家庭の日に大会参加等で活動した場合は、休養 
   日を他の日に振り替え、休日においては２ヶ月間に最低８回の休養日を設ける。 

②  長期休業中の休養日の設定 

    学期中の休養日の設定に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができる
とともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期
間（オフシーズン）を設ける。 

③  １日の活動時間 

    長くとも平日は２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、で
きるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 イ 校長は、１(1)に掲げる「学校の運動部活動に係る活動方針」の策定に当たっては、本方針に 
  則り、３ア①～③の基準を踏まえた各運動部の休養日及び活動時間等を設定し、公表する。ま 
  た、各運動部の活動内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

 ウ 校長は、休養日及び活動時間等を設定する際は、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、
定期試験前３日間の部活動休養日を設けるものとする。 

 エ 活動の際は、熱中症事故の防止の観点から、「熱中症予防運動指針」(公益財団法人日本スポ
ーツ協会)等を参考に、万全の安全対策を講じる。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえた運動部の設置 

 （１） 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備 

    校長は、生徒数の関係で、設けることができない運動部活動については、生徒のスポーツ
活動の機会が損なわれることがないよう、学校体育関係団体と連携し、複数校の生徒が拠
点校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の取組の工夫改善に努める。 

 

 （２） 地域との連携等 

    ア 校長は、生徒のスポーツ環境の充実の観点から、国や宮崎県の動向も踏まえ、地域の
スポーツ団体との連携、保護者の理解と協力、民間事業者の活用等による学校と地域が
共に子どもを育てるという視点に立った、学校と地域が協働・融合した形での地域にお
けるスポーツ環境整備を進める。 

    イ 校長は、学校と地域・保護者が共に子どもの健全な成長のための教育、スポーツ環境
の充実を支援するパートナーという考え方の下で、こうした取組を推進することについ
て、保護者の理解と協力を促す。 

 

５ 学校単位で参加する大会等の見直し 

  校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、
参加する大会等を精査する。 

 



６ 部活動の精選について 

  （１） 部活動精選の必要性 

     ここ数年の生徒数減少に伴い、それまでの部活動数では大会出場はもちろん練習もでき
ない部活動が出てくる状況に陥り、学校として部活動運営に苦慮することが予想される。
そこで生徒数に対して部活動設置数の適合数を考慮しながら、計画的に部活動精選を考え
ていく必要がある。 

  （２） 廃部規定 

    ア 廃部対象判断は、地区総合体育大会申込の関係上、その年度、４月末日で判断する。
判断については、２年生と１年生の入部希望者の合計が、下表の各競技規定人数に達
しない場合には、廃部対象とする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 廃部対象になった部活動の活動について 

①  総合体育大会の参加については複数合同チーム申請が必要になる。 

（ア） 相手校を見つけるのは、顧問が行い、両校の校長の承認が必要である。 

（保護者同士で、交渉することがないようにする。） 

（イ） 個人申し込みのできる競技（ソフトテニス、剣道）については、団体戦には
参加できないが、個人戦には参加できるため、複数合同チームの申請はしない。 

② 秋季体育大会の参加について 

（ア） 複数合同チーム制度を利用して、活動を継続していく。 

（イ） 複数合同チーム制度を利用しても、相手チームが見つからない場合には、大
会に参加できないことを保護者会等で十分に説明し、理解と協力をお願いす
る。 

③ 廃部対象が解除または継続される場合 

（ア） 廃部対象となった年度の翌年、１年生の入部者が１名以上おり、なおかつ２
年生と１年生の部員が、規定人数に達している場合は、解除される。 

（イ） 廃部対象となった年度の翌年、１年生の入部者が１名以上おり、なおかつ２
年生と１年生の部員が、規定人数に達していない場合は、継続される。 

④ 廃部対象となった部活動が、「廃部」になる条件 

廃部対象となった年度から、２年連続して中体連主催大会に自校単独でのチームが成
立しなかった場合、新年度の部員募集を停止する。残っている３年生の総合体育大会
終了時点で「廃部」となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ウ 部活動の新設等について 

      部活動の新設や廃部された部活動の復活は、「部活動精選の必要性」から考えて一切
認めない。なお、生徒数の増加や部活動制度の見直しなど大きな変化があったときには、
新設をしないことについて見直しができるものとする。 

№ 部活動 規定人数 

１ バスケットボール ５ 

２ バレーボール ６ 

３ ソフトテニス ４ 

４ 軟式野球 ９ 

５ サッカー ７ 

６ 剣道 ３ 

７ 音楽部 ２ 

廃部対象部 

総合・秋季とも、複数合同チーム

出場 

もしくは参加できない 

１年目 

廃部対象部 

総合・秋季とも、複数合同チーム

出場 

もしくは参加できない 

２年目 

募集停止 

３年生総合大会終了後、廃

部 

３年目 

この２年間で、総合・秋季どちらか１度でも、

自校単独で参加できた場合には、２年連続とは

ならない。 


